
岩手県告示第855号 

 家畜の予防注射の実施（令和３年岩手県告示第507号）で告示した手数料を次のとおり変更した。 

  令和３年12月28日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

手数料 

変更前 変更後 

豚にあっては注射の際１頭につき310円を岩手県収入証紙をも

って納付するものとし、いのししにあっては徴収しないもの

とする。 

注射の際１頭につき310円を岩手県収入証紙をもって納付する

ものとする。 
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